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告 示

島根県告示第247号

島根県ゴルフ場農薬使用適正化指導要綱（平成８年島根県告示第1075号）の一部を次のように改正する。

平成22年３月31日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第12条中「農林水産部農畜産振興課長」を「農林水産部食料安全推進課長」に改める。

附 則

この告示は、平成22年３月31日から施行する。

号外第61号 島 根 県 報 平成22年３月31日

 
2


	Taro-01_号外目次
	Taro-03_号外本文



